
■本社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260

■広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425

■広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070

お問い合わせは
最寄りの営業所まで ➡198
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■ 寸法図 （単位：㎜）

※風などの影響を受けますので、
杭打ちが出来るスペースが必
要になります。

住宅地などの景観が気になる場所に最適です。
KR型

組み合わせにより目隠しとしての使用だけで無く、
通路や仕切りにも使えます。

平型

BS-KR2型トイレ専用の
コンパクトなパーティションです。

■ 寸法図 （単位：㎜）

快適トイレ
国土交通省が定めた建設現場の職場環境の改善を促進する方針のなかで、「快適トイレ」とは以下の仕様
を満たすトイレと定義されております。

総合建設業者141社等で構成される一般社団法人日本建設業連合会では、次世代の担い手確保・育成に向けた建設作業所の環境改善の推進、及び、建設
業に対するイメージアップを図ることを目的として、作業環境の改善に積極的に取組んでいる建設作業所を一定の基準に従って審査し、基準を満たした
作業所の	認定・公表	を行っています。
認定条件として、仮設トイレを設置する場合は国土交通省「快適トイレ」の仕様①～⑪を満たしたものとすることが必須とされています。

快適職場認定制度

国土交通省が定める快適トイレの標準仕様を満たした仮設トイレに対し、
NPO法人日本トイレ研究所が快適トイレ認定マークを発行しています。

上記の①②③
④⑤⑥⑦⑪を
満たすもの、
⑧⑩は現場対
応でも構わな
い。⑨は女性
専用トイレに
限る。

快適トイレ★
の条件に加え、
左記の⑫から
⑰のうち⑫を
含む 3つを満
たすもの。

快適トイレ認定マーク

快適トイレ★ 快適トイレ★★

NETISとは…
国土交通省が運用する新技術情報提供シ
ステムで、公共工事等において登録され
ている技術を活用・提案することにより、
コストの縮減や工期の短縮が期待でき、
工事成績評定や総合評価方式において加
点評価の対象となります。

■NETIS 登録番号：KT-180127-A
■新技術名称：樹脂製フェンス　　
　　　　　　　ルーバーフェンス

■NETIS 登録番号：KT-130107-VE
■新技術名称：小型車載トイレ
　　　　　　　「のせるくん」

■NETIS 登録番号：KT-180110-A
■新技術名称：快適オールインワン
　　　　　　　レストルーム

便器

便槽
フラッパー

③臭い逆流防止機能（フラッパー
機能）とは

簡易水洗式のトイレに付属する
便槽からの汚物のにおいを遮断
する仕組み。
「フラッパー」と呼ばれる弁が
汚物や流した水の重みによって
開き、自動で閉じる。
※水洗式トイレには不要な機能

1.快適トイレに求める機能
①洋式便座
②水洗機能(簡易水洗a尿処理装置付きを含む)
③臭い逆流防止機能(フラッパー機能)(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)
④容易に開かない施錠機能(二重ロック等)(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの)
⑤照明設備(電源がなくても良いもの)
⑥衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)

2.	快適トイレとして活用するために備える付属品
⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
⑧	入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見
えないような配置等)

⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)
⑩鏡付きの洗面台
⑪便座除菌シート等の衛生用品

3.	推奨する仕様、付属品
⑫室内寸法900	×	900mm	以上
⑬擬音装置
⑭着替え台(フィッティングボード等)
⑮フラッパー機能の多重化
⑯窓など室内温度の調整が可能な設備
⑰小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)

「1.	快適トイレに求める機能」「2.	快適トイレとして活用するために備える付属品」については、現場に導入するにあ
たり、必ず備えるものとし、「3.	推奨する仕様、付属品」については、装備していればより快適となるものと定義。
※国土交通省の直轄工事が対象。　※詳細は国土交通省のHP	等をご確認下さい。




